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判
例
よ
り
み
れ
自
由
裁
量
の
限
界

金

子

芳

雄

一二三四

自
由
裁
量
の
限
界

裁
量
擢
の
喩
越

裁
量
椹
の
濫
用

　
法
の
目
的
蓮
反
ー
準
等
原
則
蓮
反
ー

　
比
例
原
則
違
反
－
不
正
の
動
機
の
問
題

私
見
と
要
約

行
政
虜
分
に
お
け
る
編
束
と
裁
量
、
こ
の
間
題
を
と
り
あ
つ
か
つ
た
研
究
は
、
從
來
よ
り
、
非
常
に
多
く
そ
ん
し
て
い
る
。
し
か
し
、
論
者
の

見
解
は
い
ま
だ
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
諸
家
の
見
解
は
、
驕
束
と
裁
量
の
画
別
の
標
準
に
か
ん
し
て
封
立
す
る
。
こ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

め
、
特
定
分
虜
分
が
、
覇
束
庭
分
と
な
る
か
、
ま
た
、
裁
量
塵
分
と
み
る
か
に
つ
き
、
し
ば
し
ば
、
雫
を
お
こ
す
。

　
し
か
し
、
自
由
裁
量
事
項
で
あ
る
か
ぎ
り
、
行
政
磨
は
庭
分
を
な
す
に
あ
た
り
、
何
等
か
の
基
準
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
裁
剣
所
で
審
査
し
う
る

　
　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
　
　
　
（
一
九
一
九
）



　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四
　
　
　
（
一
九
二
〇
）

法
の
拘
束
を
う
け
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
裁
到
所
は
、
自
由
裁
量
事
項
に
つ
ぎ
、
行
政
聴
の
到
断
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
黙
、
多

く
の
人
々
の
み
と
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
自
由
裁
量
事
項
に
つ
き
、
裁
量
を
誤
る
と
、
當
・
不
當
の
間
題
が

生
ず
る
も
、
適
法
・
違
法
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
な
お
か
つ
、
自
由
裁
量
事
項
に
か
ん
し
法
的
限
界
の
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

　
要
す
る
に
、
自
由
裁
量
事
項
に
つ
き
、
行
政
聴
が
塵
分
を
選
揮
す
為
に
あ
た
り
、
公
盆
（
適
合
の
）
厚
則
が
支
配
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
原
則

は
、
法
律
問
題
と
な
ら
識
こ
と
が
多
く
、
し
た
が
つ
て
、
こ
の
か
ぎ
り
で
裁
鋼
所
の
審
査
封
象
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
自
由
裁
量
事
項
に
か
ん

し
て
も
、
裁
量
の
範
園
を
楡
越
し
、
あ
る
い
は
、
裁
量
穫
を
濫
用
す
る
と
違
法
性
が
生
じ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
由
裁
量
に
か
ん
す
る
法
的
限
界
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
古
く
よ
り
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
到
決
で
、
法
律
の
侵
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G
　
　
　
（
2
）

（
詮
o
冨
鶴
8
留
一
巴
9
）
・
椹
力
纂
奪
（
急
8
蔭
昌
①
甘
o
昌
盆
冨
瑳
o
ε
に
も
と
づ
く
越
構
行
爲
取
漕
訴
訟
に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
こ
の
黙
、
裁
量
槽
の
蹟
越
（
田
甘
o
器
o
呂
冨
H
8
胃
o
沖
言
起
）
と
裁
量
椹
の
濫
用
（
犀
舅
霧
器
目
艮
書
国
目
冒
）
の
問
題
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

て
論
ぜ
ら
れ
、
す
で
に
明
文
規
定
を
設
け
る
に
い
た
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
行
政
雫
訟
に
越
椹
（
巨
誹
薗
く
鐸
霊
）
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

論
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
穂
限
の
喩
越
と
構
限
の
濫
用
と
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
ひ
る
が
え
つ
て
、
わ
が
國
を
み
る
と
、
奮
憲
法
の
時
代
よ
り
學
読
・
剣
例
の
み
と
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
近
、
明
文
化
の
う
．
こ
き
さ
え

そ
ん
す
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
五
年
七
月
一
日
に
嚢
表
さ
れ
た
「
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
改
正
要
綱
試
案
」
は
、
そ
の
第
二
八
に
、
「
行
政
塵

の
裁
量
庭
分
に
つ
い
て
は
、
裁
量
橿
の
範
園
を
こ
え
又
は
そ
の
濫
用
が
あ
つ
た
場
合
に
限
り
、
裁
鋼
所
は
、
そ
の
庭
分
を
取
り
滑
す
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
」
と
い
う
。

　
右
に
の
べ
た
裁
量
の
法
的
限
界
を
み
と
め
る
こ
と
自
髄
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
異
論
の
な
い
こ
と
と
お
も
う
。
し
か
し
、
裁
量
の
限
界
を
如
何

に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
読
く
人
に
よ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
同
一
で
な
い
。



　
た
と
え
ば
、
田
中
二
郎
教
授
に
よ
る
と
、
裁
量
穫
の
踵
越
嫁
、
法
の
み
と
め
る
裁
量
の
範
園
を
こ
え
て
虜
分
を
な
し
た
場
合
で
あ
り
、
裁
量
椹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
濫
用
と
は
、
裁
量
の
範
園
内
に
お
い
て
裁
量
に
か
ん
す
る
條
理
上
の
原
則
に
反
し
、
著
し
く
行
政
目
的
に
反
す
る
場
合
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、

喩
越
に
か
ん
す
る
限
界
は
法
規
自
饅
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
濫
用
に
か
ん
す
る
限
界
は
そ
の
行
政
目
的
、
な
ら
び
に
、
行
政
目
的
と
の
關
聯
に
お
炉

て
な
が
め
た
條
理
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
田
上
穣
治
教
授
に
よ
る
と
、
裁
量
の
蹴
越
と
は
行
政
聴
の
構
限
規
定
に
違
反
し
、
ま
た
は
、
法
律
要
件

に
該
営
し
な
い
場
合
で
あ
り
、
こ
の
瓢
、
田
中
致
授
と
同
一
趣
旨
と
解
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
濫
用
は
、
塵
分
が
そ
の
根
擦
と
な
る
法
律
の
内
在
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

的
に
明
ら
か
に
反
す
る
場
合
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
内
在
目
的
に
反
す
る
や
否
や
の
鋼
断
基
準
に
お
い
て
、
條
理
が
、
場
合
に
よ
り
、
引
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
り
と
せ
ば
、
田
中
致
授
・
田
上
教
授
は
、
根
本
に
お
い
て
、
同
一
見
地
に
た
た
れ
る
も
の
と
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
柳
瀬
良
幹
教
授
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
読
か
れ
る
。
一
般
に
い
う
覇
束
裁
量
の
な
か
に
は
、
自
由
裁
量
と
み
る
ぺ
き
も
の
を
ふ
く

む
。
す
な
わ
ち
、
覇
束
裁
量
に
は
、
不
文
の
條
理
法
の
拘
東
を
う
け
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
か
か
る
法
の
拘
束
が
一
義
的
拘
東
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
裁
量
の
籐
地
が
そ
ん
す
る
。
そ
し
て
、
裁
量
の
限
界
も
か
か
る
法
の
拘
束
す
る
範
園
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
。
か
か
る
見
解

は
、
自
由
裁
量
自
鐙
の
み
か
た
を
異
に
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
裁
量
の
限
界
の
場
合
だ
け
を
と
り
あ
げ
、
田
中
・
田
上
爾
教
授
の
読
と
の
是

非
を
論
じ
て
も
、
あ
ま
り
意
味
あ
る
も
の
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
つ
ぎ
に
、
有
倉
遼
吉
教
授
に
よ
る
と
、
柳
瀬
教
授
の
い
わ
れ
る
裁
量
の
範
園
を

形
成
す
る
不
文
の
法
（
比
例
原
則
等
）
は
、
實
は
、
一
義
的
拘
束
を
さ
だ
め
た
も
の
、
し
た
が
つ
て
、
柳
瀬
教
授
の
い
わ
れ
る
裁
量
は
、
本
來
、
法

の
覇
束
の
場
合
で
あ
る
。
自
由
裁
量
は
、
穫
利
利
盆
の
賦
與
行
爲
に
し
て
、
か
つ
、
法
が
何
等
の
要
件
を
規
定
し
な
い
か
、
公
盆
原
則
を
掲
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
と
ど
ま
る
場
合
に
の
み
み
と
め
ら
れ
る
。
か
か
る
見
解
に
た
つ
と
、
裁
鋼
上
問
題
と
な
る
裁
量
構
の
限
界
は
、
現
實
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
、
同
教
授
の
場
合
、
裁
量
の
限
界
は
と
く
に
論
ず
る
必
要
な
き
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
右
の
ご
と
く
、
若
干
の
學
読
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
そ
の
見
解
は
、
種
々
に
わ
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
等
見
解
の
差
異
は
、
自
由
裁
量
の

観
念
の
差
異
に
由
來
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
如
何
な
る
「
限
界
論
」
を
探
用
す
る
か
は
、
に
わ
か
に
定
め
が
た
い
。

　
　
　
　
判
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
　
　
　
（
一
九
一
＝
）



　
　
　
判
側
季
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
Q
六
　
　
　
（
一
九
ニ
ニ
）

（
1
）
　
行
欧
虎
分
の
覇
束
と
裁
量
に
か
ん
す
る
諸
家
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
返
え
さ
な
い
。
拙
稿
・
行
政
行
爲

　
に
お
け
る
璃
束
と
裁
量
・
本
誌
三
三
巻
八
號
一
頁
以
下
。

（
2
）
　
こ
の
貼
は
、
久
し
き
以
前
よ
り
わ
が
國
に
紹
介
さ
れ
て
き
て
い
る
。
な
お
、
田
上
穰
治
教
授
の
「
佛
國
判
例
よ
り
見
た
る
自
由
裁
量
の
限
界
」
（
佐
々
木
博

　
士
還
暦
記
念
・
憲
法
及
行
政
法
の
諸
問
題
二
一
二
九
頁
以
下
）
参
照
。

（
3
）
　
ド
イ
ッ
の
裁
量
椛
の
限
界
に
つ
ぎ
、
田
村
悦
一
氏
・
行
政
裁
量
の
限
界
と
裁
剣
所
に
よ
る
規
制
（
岡
山
大
學
法
経
學
會
雑
誌
三
〇
號
三
一
號
）
滲
照
。

　
　
ま
た
、
明
丈
規
定
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
一
九
五
二
年
の
蓮
邦
行
政
裁
剣
斯
法
に
は
、
裁
量
が
限
界
を
こ
え
、
ま
た
は
、
濫
用
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
す
る
場
合

　
に
か
ぎ
り
、
裁
量
露
分
の
取
滴
を
訴
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
（
同
法
一
一
五
條
二
項
）
。

（
4
）
　
拙
稿
・
9
欝
く
貯
窪
と
行
政
争
訟
（
慶
慮
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
丈
集
－
法
學
部
－
第
一
部
二
一
六
七
頁
以
下
）
の
中
で
、
こ
の
貼
を
紹
介
し
た
。

（
5
）
　
田
中
二
郎
・
自
由
裁
量
と
そ
の
限
界
・
法
律
時
報
二
七
巻
七
號
九
頁
。

（
6
）
　
田
上
稜
治
・
全
訂
行
欧
法
総
論
二
一
コ
頁
。

（
7
）
　
田
上
致
授
は
、
國
立
學
校
學
生
の
懲
戒
虚
分
に
つ
き
、
「
懲
戒
は
教
育
的
見
地
に
基
づ
く
自
由
裁
量
の
虎
分
で
あ
つ
て
、
た
だ
懲
戒
権
者
の
判
断
が
肚
會
通

　
念
か
ら
み
て
著
し
く
不
當
で
あ
る
こ
と
の
明
白
な
場
合
は
、
裁
量
椹
の
濫
用
」
（
行
政
磨
の
裁
量
慮
分
・
渡
邊
博
士
還
暦
貌
賀
・
公
法
學
の
諸
問
題
・
三
二
七
－

　
八
頁
）
と
さ
れ
る
。
こ
れ
、
著
し
い
比
例
原
則
蓮
反
が
法
の
目
的
違
反
を
形
成
す
る
場
合
と
い
い
え
よ
う
。

（
8
）
　
柳
瀬
良
幹
・
行
政
法
敏
科
書
（
上
）
・
一
〇
三
－
四
頁
。

（
9
）
　
有
倉
遼
吉
・
行
政
行
爲
に
お
け
る
覇
束
と
裁
量
・
早
稻
田
法
學
二
八
巻
三
〇
〇
頁
。

二

　
さ
て
、
自
由
裁
量
の
法
的
限
界
に
つ
き
、
到
例
は
如
何
な
る
態
度
を
と
る
か
。
裁
量
の
限
界
を
論
じ
た
到
例
は
、
薔
憲
法
下
の
行
政
裁
到
所
劃

決
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
便
宜
上
、
現
行
憲
法
下
の
裁
到
例
を
中
心
と
し
て
と
り
あ
げ
、
行
政
裁
到
所
到
決
例
は
、
必

要
な
限
度
例
示
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
な
お
、
近
時
の
劃
決
例
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
注
意
す
べ
き
は
、
羅
凍
裁
量
と
自
由
裁
量
の
匠
別
を
相
封
的
の
も
の
と
す
る
、
す
な
わ
ち
、



裁
量
の
詐
さ
れ
る
範
園
の
廣
狭
を
も
つ
て
爾
者
を
匝
別
せ
ん
と
す
る
見
解
が
、
多
く
の
到
例
の
根
底
に
そ
ん
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
昭

和
二
九
年
メ
ー
デ
ー
の
た
め
皇
居
外
苑
使
用
不
許
可
庭
分
を
雫
う
事
件
に
お
い
て
、
東
京
地
裁
・
昭
二
九
・
四
・
二
七
到
決
は
い
う
。

　
　
行
政
慮
が
行
政
露
分
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
同
時
に
そ
の
構
限
を
適
正
に
行
使
す
べ
き
義
務
を
負
う
こ
と
を
俘
う
も
の
で
あ
つ
て
、
行

　
政
威
分
に
つ
い
て
行
政
臆
が
自
由
裁
量
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
自
由
裁
量
は
絶
封
無
制
限
の
も
の
と
は
い
い
得
な
い
の
で
あ
つ
て
、

耽
露
蜜
黎
霧
愈
漂
奮
か
質
陰
椿
鍛
か
雰
溶
慮
奪
・
慧
黎
鼻
需
轟
慰
か
窒
震
（
廣
狭
の
奪
あ
ろ
？
筆
護
）

　
ち
　
　
も
　
　
セ
　
　
セ
　
　
セ
　
　
セ
　
　
る
　
　
る
　
　
り
　
　
じ
　
　
ロ
　
　
ち
　
　
む
　
　
る

　
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
從
つ
て
行
政
臆
が
具
騰
的
な
事
例
に
お
い
て
筍
も
そ
の
裁
量
の
範
園
を
越
え
て
行
政
虜
分
を
な
し
た
場
合
に
は
、

　
假
に
そ
れ
が
自
由
裁
量
に
麗
す
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
協
分
を
違
法
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
毫
も
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
行
裁
例
集
孟
巻

　
四
號
九
二
二
頁
－
傍
貼
筆
者
）

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
外
見
、
從
來
の
裁
量
椹
の
限
界
に
か
ん
す
る
考
え
方
に
類
似
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
學
論
に
お
い

て
、
自
由
裁
量
と
覇
束
裁
量
と
は
論
理
的
に
匠
別
さ
れ
、
自
由
裁
量
穫
の
行
使
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
行
政
魔
の
鋼
断
に
優
越
性
を
あ
た
え
た
。

し
か
る
が
ゆ
え
、
と
く
に
、
裁
量
の
法
的
限
界
に
つ
き
、
特
別
な
考
慮
を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
右
劃
例
の
見
解
に
た

つ
と
、
裁
量
の
法
的
限
界
は
営
然
に
裁
到
所
の
到
断
に
服
し
、
こ
の
間
、
何
等
特
別
の
考
慮
を
必
要
と
し
な
い
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
見
解
を
お
し
進
め
る
と
、
小
澤
文
雄
罠
に
よ
り
要
約
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
裁
鋼
所
の
能
力
の
詐
す
か
ぎ
り
行
政
臆
の
到
断
に
た
い
し
、
裁
鋼

所
の
劃
断
に
優
越
性
を
あ
た
え
る
結
果
と
な
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
自
由
裁
量
と
み
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
も
、
裁
量
梅
の
行
使
自
鯉
を
、
裁
劃
所

は
審
理
剣
断
し
う
る
場
合
が
生
ず
る
。
こ
の
黙
、
裁
量
槽
の
行
使
自
盤
に
つ
い
て
は
、
裁
劃
所
の
關
與
す
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
法
的
に
劃
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

限
界
を
こ
ゆ
る
が
ゆ
え
違
法
、
換
言
す
れ
ば
、
限
界
を
こ
え
た
か
否
か
を
到
断
す
る
た
め
、
行
爲
の
審
査
を
み
と
め
ん
と
す
る
見
解
と
封
立
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
自
由
裁
量
慮
分
に
つ
い
て
も
、
そ
の
法
的
限
界
を
明
示
す
る
到
例
を
み
よ
う
。

　
岡
山
地
裁
・
昭
二
四
・
一
二
・
一
二
到
決
は
、

　
　
　
　
朔
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
　
　
　
（
一
九
二
三
）



　
　
　
勢
例
よ
り
み
た
貞
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八
　
　
　
（
一
九
二
四
）

　
縣
職
員
定
数
條
例
に
よ
る
定
教
外
の
職
員
に
封
す
る
罷
菟
露
分
が
知
事
の
自
由
裁
量
と
し
て
も
、
蓮
憲
で
あ
り
條
理
に
反
す
る
露
分
は
権
限
逸
脇
の
蓮
法
協
分

　
（
勢
働
民
集
七
號
五
二
頁
）

と
い
う
。
そ
し
て
、
本
件
は
、
罷
冤
庭
分
が
思
想
信
條
ま
た
は
そ
の
進
歩
的
恩
想
の
ゆ
え
よ
り
な
さ
れ
れ
ば
違
憲
、
翼
面
目
で
成
績
優
秀
な
者
の

罷
冤
は
條
理
違
反
と
、
具
饅
的
に
限
界
を
し
め
す
。

　
さ
ら
に
、
同
旨
の
も
の
と
し
、
廣
島
地
裁
・
昭
二
六
・
二
・
二
〇
鋼
決
は
、

　
　
行
政
機
關
職
員
定
員
法
に
基
き
郵
便
局
長
叉
は
電
氣
通
信
局
長
が
行
う
職
員
菟
職
庭
分
は
自
由
裁
量
で
あ
る
が
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
。
（
勢
働
民
集
二
巻
一
號

　
一
〇
八
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
う

と
い
い
、
定
員
法
に
基
づ
く
整
理
に
名
を
か
り
、
組
合
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
者
を
、
同
法
の
基
準
に
全
然
該
當
し
な
い
の
に
罷
冤
す
る
は
、
裁

量
の
範
園
逸
睨
と
い
う
。

　
こ
の
他
に
、

　
名
古
屋
地
裁
・
昭
二
九
・
六
・
九
到
決

　
　
裁
量
灌
の
限
界
を
超
え
、
甚
だ
し
く
不
當
で
あ
つ
て
、
著
し
く
正
義
に
反
し
な
い
限
り
（
行
裁
例
集
五
巻
六
號
一
四
四
五
頁
）

　
編
島
地
裁
・
昭
二
九
・
六
・
一
八
到
決

　
　
そ
の
権
限
行
使
に
は
條
理
に
基
く
扁
定
の
限
界
が
あ
り
（
行
裁
例
集
五
巻
六
號
一
四
九
五
頁
）

等
が
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
右
歎
例
よ
り
の
べ
う
る
こ
と
は
、
自
由
裁
量
庭
分
で
あ
つ
て
も
、
條
理
（
表
現
に
若
干
の
差
異
ば
あ
る
が
）
上
の
制
限
を
み
と
め
、
こ

れ
に
反
す
れ
ば
、
裁
量
槽
の
限
界
を
こ
え
違
法
と
い
う
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
限
界
を
こ
え
た
違
法
に
は
、
既
述
の
．
こ
と
き
二
種
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
裁
量
槽
の
喩
越
占
裁
量
椹
の
濫
用
が
あ
る
。
た



だ
し
、
右
到
例
に
も
し
め
さ
れ
る
ご
と
く
、
判
例
上
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
二
種
を
明
確
に
匠
別
せ
ず
、
等
し
く
裁
量
穫
の
限
界
を
こ
ゆ
る
ゆ
え

違
法
と
す
る
場
合
も
少
く
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
爾
者
は
、
一
慮
、
麗
別
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
裁
量
椹
の
喩
越
は
、
法
に
よ
り
劃
さ
れ
た
裁
量
の
範
園
を
逸
脆
す
る

場
合
で
あ
る
。
法
が
一
定
範
園
で
行
政
聴
に
庭
分
選
揮
の
自
由
を
み
と
め
る
こ
と
は
、
こ
の
範
園
を
こ
え
塵
分
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
法
が
羅

束
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
範
園
を
こ
え
た
塵
分
、
す
な
わ
ち
、
裁
量
槽
の
喩
越
は
、
法
の
羅
束
に
反
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
を

違
法
と
よ
ぶ
の
は
き
わ
め
て
當
然
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
、
裁
量
権
の
艦
用
は
、
庭
分
が
右
の
一
定
範
團
内
で
な
さ
れ
た
場
合
に

お
こ
る
。
し
た
が
つ
て
、
裁
量
構
の
喩
越
の
．
こ
と
く
明
文
の
法
に
違
反
す
る
わ
け
で
な
い
。
既
述
到
例
に
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
・
條
理
が

引
用
さ
れ
、
條
理
に
違
反
す
る
ゆ
え
違
法
と
な
る
。
し
か
し
、
條
理
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
に
き
わ
め
て
漢
然
と
も
ち
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
内
容

は
か
な
ら
ず
し
も
具
鯉
的
明
白
で
な
い
。
こ
の
た
め
、
條
理
の
一
般
論
的
分
析
は
し
ぽ
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
裁
量
の
限
界
を
形
成
す
る
條
理
と

は
、
具
髄
的
に
如
何
な
る
原
則
か
を
槍
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
裁
量
構
の
隙
越
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
各
塵
分
の
基
礎
と
な
る
法
が
限
界
と
し
如
何
な
る
線
を
劃
す
る
か
、
を
検
討
し
て

さ
だ
む
ぺ
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
裁
量
を
規
定
し
た
法
文
は
、
覇
東
裁
量
に
お
け
る
不
確
定
概
念
の
場
合
同
様
、
塵
分
要
件
に
か
ん
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

甚だ

不
明
確
な
る
表
現
を
も
ち
い
、
あ
る
い
は
、
庭
分
要
件
を
か
く
。
た
だ
、
騰
束
裁
量
の
場
合
は
、
田
上
教
授
の
張
調
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
た

と
え
法
文
の
用
語
が
不
明
確
で
あ
つ
て
も
、
憲
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
塵
分
要
件
の
補
充
が
な
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
法
文
の
解
羅
に
あ
た
り
、

経
験
則
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
確
定
し
う
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
場
合
は
、
法
規
自
髄
、
な
い
し
、
法
の
解
繹
を
と
お
し
、

各
虜
分
の
適
否
が
決
定
さ
れ
る
と
い
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
、
自
由
裁
量
の
場
合
は
、
法
文
の
さ
だ
め
る
一
定
範
園
に
あ
る
か
ぎ
り
、
庭
分

要
件
に
つ
き
法
文
は
塵
分
を
羅
束
し
な
い
。
法
を
解
騨
し
た
結
果
、
具
髄
的
塵
分
が
さ
だ
ま
る
の
で
な
く
、
庭
分
を
な
し
う
る
範
園
が
さ
だ
ま
る
。

し
た
が
つ
て
、
法
規
自
饅
が
評
慣
の
基
準
と
な
る
の
は
、
虜
分
自
髄
の
適
否
で
な
く
、
庭
分
を
な
し
う
る
範
園
の
決
定
で
あ
る
。
裁
劃
所
が
、
自

　
　
　
　
判
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九
　
　
　
（
門
九
二
五
）



　
　
　
発
傍
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
　
　
（
一
九
二
六
）

由
裁
量
に
罵
す
る
塵
分
に
た
い
し
審
査
を
く
わ
え
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
庭
分
自
龍
の
適
法
・
違
法
を
到
断
す
る
の
で
な
く
、
庭
分
が
、
は
た
し

て
、
裁
量
の
み
と
め
ら
れ
た
範
園
内
に
あ
る
か
否
か
の
槍
討
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
下
、
裁
量
櫨
の
蹴
越
を
論
じ
た
到
例
を
の
べ
な
が
ら
、
右
の
諸
黙
を
検
討
す
る
。

　
0
　
國
立
・
公
立
學
校
の
學
生
・
生
徒
に
た
い
す
る
懲
戒
庭
分
．

　
學
生
の
懲
戒
虚
分
に
つ
き
、
裁
量
槽
の
限
界
を
論
ず
る
例
は
多
く
、
・
判
例
の
見
解
は
大
髄
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
い
い
え
よ
う
。

　
た
と
え
ば
、
最
商
裁
・
昭
二
九
・
七
・
三
〇
第
三
小
法
廷
鋼
決
は
い
う
。

　
　
公
立
大
學
學
生
の
行
爲
に
封
し
、
懲
戒
屍
分
を
す
る
か
ど
う
か
、
懲
戒
庭
分
の
う
ち
い
ず
れ
の
慶
分
を
選
ぶ
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
決
定
が
全
く
事
實
上

　
の
根
握
に
基
か
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
か
、
若
し
く
は
祉
會
観
念
上
著
し
く
愛
當
を
鉄
き
懲
戒
灌
者
と
し
て
の
學
長
の
裁
量
槽
の
範
園
を
超
え
る
も
の
と

　
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
。
（
最
高
民
集
八
巻
七
號
一
五
〇
一
頁
）

　
こ
の
外
、
同
趣
旨
の
も
の
と
し
、

　
大
阪
高
裁
・
昭
二
八
・
四
・
三
〇
到
決
（
行
裁
例
集
四
巻
四
號
九
八
六
頁
）

　
最
高
裁
・
昭
二
九
・
七
・
三
〇
到
決
（
最
高
民
集
八
巻
七
號
一
四
六
三
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
東
京
地
裁
・
昭
三
〇
・
七
・
一
九
鋤
決
（
行
裁
例
集
六
巻
七
號
一
八
〇
四
頁
）

等
が
あ
る
。
ま
た
、
京
都
地
裁
・
昭
二
五
・
七
・
剛
九
到
決
（
行
裁
例
集
一
巻
五
號
七
六
四
頁
）
は
、
右
諸
例
と
若
干
見
解
を
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ち
、
懲
戒
に
ふ
す
る
か
否
か
の
黙
に
自
由
裁
量
を
み
と
め
な
が
ら
、
懲
戒
に
あ
た
り
如
何
な
る
庭
分
を
選
ぶ
か
は
羅
束
裁
量
と
い
う
。

　
要
す
る
に
、
學
生
の
懲
戒
に
か
ん
し
、
法
は
、
教
育
上
必
要
あ
る
と
き
、
懲
戒
を
く
わ
え
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
（
學
校
教
育
法
二

條
）
。
こ
の
場
合
、
法
の
規
定
す
る
範
園
は
教
育
上
の
必
要
で
あ
り
、
懲
戒
の
必
要
あ
り
や
否
や
は
教
育
目
的
よ
り
剣
断
さ
れ
、
裁
劃
所
の
到
断

に
親
し
ま
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
本
例
に
つ
き
、
も
し
裁
量
穫
の
喩
越
あ
り
と
せ
ば
、
懲
戒
庭
分
の
封
象
と
な
る
ご
と
き
非
行
な
き
場
合
、
す
な



わ
ぢ
、
事
實
の
誤
認
の
場
合
が
中
心
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
．
何
等
か
の
好
ま
し
く
な
い
行
爲
が
あ
つ
た
場
合
、
懲
戒
庭
分
の
封
象
た
る
非
行
と
す

べ
き
か
否
か
の
到
定
も
、
教
育
目
的
よ
り
到
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
何
等
か
の
非
行
あ
る
と
き
、
こ
れ
に
た
い
し
懲
戒
に

塵
す
る
や
否
や
は
、
教
育
機
關
の
釧
断
に
優
越
性
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
事
實
の
誤
認
が
裁
量
椹
の
喩
越
と
な
る
と
い
つ
て
も
、
凄

實
の
誤
認
と
は
、
最
高
裁
の
し
め
す
ご
と
く
、
「
全
く
事
實
上
の
根
擦
に
基
か
な
い
」
．
こ
と
き
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。

　
⇔
　
公
務
員
の
懲
戒
庭
分

　
公
務
員
の
懲
戒
に
つ
い
て
も
、
剣
例
は
、
既
述
學
生
の
懲
戒
と
同
趣
旨
の
見
解
を
探
用
す
る
。

　
最
商
裁
・
昭
三
二
・
五
・
一
〇
第
二
小
法
廷
剣
決
は
、

　
　
公
務
員
の
懲
戒
権
蓉
が
懲
戒
露
分
を
襲
動
す
る
か
ど
う
か
、
懲
戒
慶
分
の
う
ち
い
ず
れ
の
威
分
を
選
ぶ
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
露
分
が
全
く
事
實
上

　
の
根
櫨
に
基
か
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
…
…
を
除
き
、
懲
戒
穫
者
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
當
で
あ
る
。
（
最
高
民
集
二
巻
五
號
六
九

　
九
頁
）

と
し
、
下
級
審
に
お
い
て
も
、

　
大
阪
地
裁
・
昭
二
七
・
五
・
九
到
決
（
行
裁
例
集
三
巻
四
號
八
四
〇
頁
）

　
宮
崎
地
裁
・
昭
二
八
・
五
・
一
二
到
決
（
行
裁
例
集
四
巻
五
號
ご
一
〇
七
頁
）

　
東
京
地
裁
・
昭
三
二
二
〇
・
四
到
決
（
行
裁
例
集
八
巻
一
號
一
八
五
八
頁
）
・

等
、
い
ず
れ
も
同
様
の
見
解
を
探
用
す
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
稿
岡
地
裁
・
昭
二
六
・
五
。
一
八
到
決
の
ご
と
く
、

　
　
監
督
者
は
部
下
職
員
に
封
す
る
懲
戒
権
が
存
す
る
と
し
て
も
、
法
令
に
規
定
の
な
い
よ
う
な
種
別
の
懲
戒
罰
を
科
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
行
裁
例
集
二
巻
七

　
號
一
〇
九
八
頁
）

　
　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一
　
　
　
（
一
九
二
七
）



　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
　
　
（
一
九
二
八
）

も
裁
量
穫
の
験
越
の
一
例
と
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
高
松
高
裁
・
昭
三
四
・
一
・
二
六
鋼
決
は
、
地
方
公
務
員
の
罷
冤
虜
分
に
つ
き
、
同
人
が
地
方
公
務
員
法
二
八
條
に
い
う
「
勤
務
實
績

が
よ
く
な
い
場
合
」
な
い
し
「
そ
の
職
に
必
要
な
適
格
を
峡
く
場
合
」
に
あ
た
る
か
否
か
を
審
査
し
、

　
　
地
方
公
務
員
に
封
す
る
任
命
穫
者
の
冤
職
虜
分
は
純
然
た
る
自
由
裁
量
庭
分
で
は
な
く
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
條
第
一
項
各
號
に
掲
げ
る
事
由
の
一
に
該
當

　
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
な
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
右
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
當
す
る
事
實
が
な
い
の
に
拘
ら
ず
、
こ
れ
に
該
當
す
る
と
し
て
な
さ
れ
た
冤

職
は
違
法
（
行
裁
例
集
一
〇
巻
一
號
一
二
九
頁
）

と
し
、
事
實
誤
認
に
よ
る
裁
量
椹
の
験
越
を
し
め
す
。
な
お
、
こ
の
到
例
の
い
う
「
純
然
た
る
自
由
裁
量
」
と
は
、
自
由
裁
量
を
行
政
廃
の
恣
意

的
行
爲
と
誤
解
し
た
表
現
の
ご
と
く
お
も
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
公
務
員
の
懲
戒
に
つ
き
、
國
家
公
務
員
法
は
、
七
四
・
七
五
・
八
二
條
等
に
、
ま
た
、
地
方
公
務
員
法
は
、
二
七
・
二
九
條
等
に
法
的

規
制
を
も
う
け
る
。
し
た
が
つ
て
、
右
編
岡
地
裁
到
決
に
い
う
ご
と
き
、
法
に
規
定
な
き
種
類
の
懲
戒
を
か
す
る
は
、
法
に
蓮
反
す
る
こ
と
い
う

ま
で
も
な
い
（
た
だ
し
、
本
件
は
國
家
公
務
員
法
な
い
し
地
方
公
務
員
法
違
反
の
事
件
で
な
い
）
。
ま
た
、
最
高
裁
到
決
等
の
し
め
す
全
く
事
實
上
の
根
擦

な
き
場
合
、
こ
れ
も
法
に
違
反
す
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
事
實
誤
認
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
學
生
の
懲
戒
で
の
べ
た
ご
と

く
、
甚
だ
し
き
事
實
の
誤
認
の
み
が
裁
量
権
の
喩
越
と
な
る
（
高
松
高
裁
剣
決
も
か
か
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
）
。

　
園
　
地
方
議
會
議
員
の
懲
罰

　
地
方
議
會
議
員
の
懲
罰
に
つ
い
て
も
、
同
虞
分
を
自
由
裁
量
虜
分
と
し
な
が
ら
、
そ
の
限
界
を
論
ず
る
例
が
少
く
な
い
。

　
最
も
一
般
的
な
事
例
と
し
、
藺
島
地
裁
・
昭
二
五
・
四
・
二
一
到
決
は
、

　
　
懲
罰
事
犯
の
認
定
…
…
は
、
議
會
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
が
、
事
犯
の
認
定
を
誤
る
と
き
は
、
懲
罰
の
議
決
は
、
事
實
を
誤
認
し
た
も
の
と
し
て
、
扮
合
ゆ
か
ウ
で

　
ち

　
は
、
蓮
法
の
議
決
と
な
る
（
行
裁
例
集
一
巻
二
號
一
六
五
頁
ー
傍
勲
筆
者
）



と
い
う
。

　
さ
ら
に
、
具
健
的
場
合
に
つ
き
、
京
都
地
裁
・
昭
二
三
・
一
一
・
一
五
到
決
は
、

　
懲
罰
は
議
會
が
現
在
の
規
律
を
維
持
す
る
た
め
行
う
も
の
で
、
過
去
の
紀
律
を
封
象
と
す
る
も
の
で
な
い
（
行
裁
月
報
一
二
號
一
二
七
頁
）

と
い
い
、
藺
岡
高
裁
・
昭
二
五
・
九
二
一
剣
決
は
懲
戒
庭
分
を
、

　
　
議
會
の
自
律
槽
に
基
く
裁
量
行
爲
で
あ
る
が
、
堂
該
會
期
を
超
え
る
期
間
の
出
席
停
止
の
懲
罰
は
違
法
で
あ
る
（
高
裁
民
集
三
巻
三
號
二
ま
ハ
頁
）

と
い
う
。
さ
ら
に
、
仙
盛
高
裁
・
昭
二
七
・
二
二
五
鋼
決
も
、
議
會
に
裁
量
椹
を
み
と
め
つ
つ
、

　
　
議
員
の
勤
務
に
關
係
の
な
い
議
會
外
の
行
爲
を
理
由
と
し
て
、
議
員
を
懲
罰
に
付
す
る
こ
と
は
な
い
（
高
裁
民
集
玉
巻
二
號
三
七
頁
）

と
す
る
。
こ
れ
等
は
、
議
員
に
た
い
す
る
懲
罰
を
議
會
の
自
由
裁
量
と
み
な
が
ら
、
懲
戒
に
あ
た
る
事
實
な
き
場
合
、
ま
た
は
、
法
の
み
と
め
な

い
懲
戒
虜
分
を
も
つ
て
裁
量
穫
の
餓
越
と
み
る
。

　
㈲
そ
の
他
の
事
件

　
族
雰
法
一
三
條
蝋
項
五
號
に
も
と
づ
く
外
務
大
臣
の
族
雰
震
給
拒
否
塵
分
を
め
ぐ
る
事
件
に
お
い
て
、
東
京
地
裁
・
昭
二
七
・
九
。
二
七
到
決

は
、
國
政
や
外
交
に
つ
き
裁
到
所
の
審
査
能
力
の
不
足
を
み
と
め
な
が
ら
、

　
　
か
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
裁
判
所
が
到
断
を
く
だ
す
場
合
、
外
務
大
臣
が
し
た
剣
断
を
く
つ
が
え
す
に
は
、
よ
ほ
ど
慣
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
剣
断
が

　
一
感
人
を
納
得
せ
し
む
る
も
の
で
あ
つ
て
、
前
提
た
る
事
實
は
誤
認
が
な
く
そ
の
事
賃
か
ら
結
論
に
至
る
過
程
が
一
鷹
筋
が
と
お
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
の
到
翻

　
を
も
つ
と
も
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
行
裁
例
集
三
巻
九
號
一
八
六
三
頁
）

と
い
う
。
こ
の
到
決
も
、
事
實
の
認
定
に
誤
り
が
あ
る
か
否
か
、
お
よ
び
、
事
實
か
ら
結
論
に
い
た
る
論
理
と
到
断
が
明
白
に
誤
り
と
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

や
否
や
に
、
裁
到
穗
の
限
界
を
み
と
め
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
近
時
、
出
入
國
管
理
令
五
〇
條
U
項
三
號
の
「
そ
の
他
法
務
大
臣
が
特
別
に
在
留
を
許
可
す
べ
き
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
を
め

　
　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三
　
　
　
（
即
九
二
九
）



　
　
　
　
鍔
例
よ
り
み
た
自
由
裁
激
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
　
　
　
二
九
三
〇
）

ぐ
り
、
裁
量
穂
の
蹴
越
を
問
題
と
す
る
剣
例
が
多
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
東
京
地
裁
・
昭
三
二
・
四
二
盃
到
決
は
、
右
盧
分
を
自
由
裁
量
と
し
な
が
ら
、

　
　
右
裁
量
穗
限
は
、
行
政
上
の
便
宜
な
い
し
は
同
令
一
條
に
規
定
す
る
目
的
か
ら
同
大
臣
に
封
し
こ
れ
を
許
容
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
を
相
営
と
す
る
か
ら
、
…

　
…
同
大
臣
が
そ
の
裁
量
の
範
園
を
蓮
脱
し
た
裁
決
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
基
い
て
な
さ
れ
た
邊
去
彊
制
令
書
襲
布
露
分
の
取
漕
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
行
裁
例
集
八
巻
四
號
七
匠
四
頁
）

と
す
る
。
こ
の
種
到
決
は
、
右
の
立
場
に
た
ち
な
が
ら
、
事
案
を
審
理
し
、
大
臣
の
庭
分
が
裁
量
槽
の
限
界
を
こ
え
た
か
否
か
を
到
断
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
公
衆
浴
場
法
二
條
な
ら
び
に
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
都
條
例
に
よ
る
と
、
公
衆
浴
場
の
配
置
基
準
と
し
、
新
設
浴
場
と
既
設
浴
場
と
の

距
離
は
二
百
米
以
上
を
原
則
と
し
、
た
だ
、
公
衆
衛
生
上
の
必
要
あ
る
と
ぎ
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な
き
旨
規
定
す
る
。

　
東
京
地
裁
・
昭
三
四
・
九
・
九
到
決
は
、
こ
の
衛
生
上
の
必
要
性
の
認
定
に
つ
き
、

　
　
行
政
晦
た
る
知
事
が
公
衆
衙
生
行
政
の
見
地
か
ら
自
由
な
到
漸
に
基
い
て
な
す
べ
き
い
わ
ゆ
る
自
由
裁
量
虜
分
…
…
。
從
つ
て
知
事
が
そ
の
認
定
を
誤
つ
て
庭
分

　
を
爲
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
杜
會
観
念
上
著
し
く
要
當
を
敏
く
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
露
分
の
當
不
嘗
の
問
題
は
生
じ
得
て
も
、
蓮
法
の
問
題
は
生
じ
る
蝕
地

　
は
な
い
（
行
裁
例
集
一
〇
巻
九
號
一
八
〇
一
頁
）

と
い
う
。
こ
れ
も
、
公
衆
衛
生
の
必
要
と
い
う
法
的
限
界
に
た
い
し
、
そ
の
著
し
き
事
實
の
誤
認
を
裁
量
穫
の
喩
越
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
小
澤
丈
雄
・
行
政
慮
の
裁
量
慮
分
・
公
法
硯
究
五
號
七
四
頁
以
下
。

　
　
　
こ
れ
に
た
い
す
る
も
の
と
し
、
田
上
・
前
掲
・
行
政
廃
の
裁
量
虎
分
二
一
三
七
頁
。
雄
川
一
郎
・
行
政
雫
訟
法
（
法
律
學
全
集
9
）
・
一
二
三
頁
以
下
。
詳
し

　
　
く
は
、
同
教
授
・
最
近
に
お
け
る
行
政
判
例
の
傾
向
曾
・
法
律
時
報
二
七
巻
八
號
九
二
六
頁
以
下
。

　
（
2
）
　
田
上
・
前
揚
諭
丈
二
…
＝
七
頁
以
下
。

　
（
3
）
　
本
件
は
、
私
立
大
屡
學
飽
に
た
い
す
る
懲
戒
虎
分
を
行
政
事
件
と
し
て
慮
理
し
た
例
で
あ
る
。
か
か
る
雫
を
行
政
事
件
と
す
ぺ
き
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が

　
　
の
こ
る
。
た
だ
、
本
件
剃
示
事
項
の
二
に
お
い
て
、
從
來
の
見
解
に
し
た
淋
い
學
長
の
裁
量
椹
の
限
界
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
4
）
　
學
生
に
し
て
そ
の
本
分
に
惇
る
行
爲
あ
る
と
き
、
こ
れ
に
た
い
し
懲
戒
に
虚
す
る
か
否
か
は
自
由
裁
量
で
あ
る
が
、
懲
戒
椹
を
嚢
動
す
る
に
嘗
り
て
鳳
客
親



的
に
當
該
行
爲
が
學
盤
の
本
分
に
惇
る
か
否
か
を
到
定
す
る
に
止
ら
ず
、
惇
る
と
す
れ
ば
如
何
な
る
種
類
の
懲
戒
に
虚
す
る
か
は
教
育
的
見
地
肚
會
の
通
念
に
し

　
た
が
つ
て
剣
噺
す
べ
き
ゆ
え
、
自
由
裁
量
と
い
い
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
敏
育
的
見
地
か
ら
み
て
要
當
な
り
や
否
や
は
、
裁
剣
所
に
お
い
て
十
分
に
剣
断
し

　
う
る
事
項
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
學
長
の
教
育
的
見
地
よ
り
な
し
た
剣
断
を
、
裁
剣
所
が
奪
重
す
る
と
す
れ
ぱ
、
こ
れ
自
由
裁
量
で
あ
り
、
鮭
會
の
通
念
が
問
題

　
と
な
れ
ば
、
こ
れ
自
由
裁
量
の
限
界
の
問
題
と
な
る
。

’
5
）
　
東
京
高
裁
・
昭
二
七
・
九
・
一
五
剣
決
（
下
級
民
集
五
巻
九
貌
一
五
一
七
頁
）
も
同
趣
旨
と
解
せ
ら
る
。

三

裁
量
槽
の
濫
用
と
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
自
由
裁
量
の
範
園
内
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
、
違
法
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
文
規
定
そ
の
も
の
よ
り
到
断
し
え
な
い
。
し
か
ら
ば
、
剣
例
は
、
こ
の
黙
を
如
何
に
と
り
あ
つ
か
う
か
。

し
た
淡
つ
て
、

　
臓
法
の
目
的
違
反

　
行
政
聴
の
庭
分
は
、
営
該
庭
分
の
基
礎
と
な
る
法
の
目
的
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的
は
、
明
文
で
し
め
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
當
該
法
規
全
髄
に
通
ず
る
内
在
目
的
と
し
て
認
識
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
か
る
法
の
目
的
こ
そ
、
裁
量
櫨

の
濫
用
を
論
ず
る
根
本
基
準
と
な
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
既
述
、
メ
ー
デ
ー
事
件
に
お
け
る
東
京
地
裁
到
決
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
鋼
例
の
い
わ
ん
と
す
る
、
管
理
権

者
は
公
物
管
理
耀
の
行
使
と
し
て
庭
分
を
な
す
べ
く
、
公
物
警
察
穂
の
行
使
と
し
て
塵
分
を
な
す
は
違
法
と
、
こ
れ
法
の
目
的
に
反
す
る
ゆ
え
裁

量
権
の
濫
用
と
み
る
一
つ
の
例
と
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
外
、
同
趣
旨
に
属
す
る
も
の
と
し
、

　
大
阪
地
裁
・
昭
二
六
・
七
・
七
剣
決
（
行
裁
例
集
二
巻
八
號
一
三
四
一
頁
）

　
　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
　
　
　
（
一
九
三
一
）



　
　
　
判
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
六
　
　
　
（
一
九
三
二
）

　
編
島
地
裁
・
昭
二
九
・
六
・
一
八
到
決
（
行
裁
例
集
五
巻
六
號
一
四
九
五
頁
）

東
京
高
裁
・
昭
二
九
・
八
・
七
到
決
（
行
裁
例
集
五
巻
八
號
一
七
六
九
頁
）

　
禧
島
地
裁
・
昭
三
一
丁
一
〇
・
七
到
決
．
（
行
裁
例
集
八
巻
一
〇
號
一
七
一
七
頁
）

　
　
　
　
（
1
）

等
を
あ
げ
う
る
。

　
な
お
、
法
の
目
的
に
反
す
る
と
い
う
事
件
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
自
由
裁
量
事
項
で
あ
る
か
ぎ
り
、
行
政
聴
の
塵
分
は
、
一
慮
、
法
の
目

的
に
滴
合
し
て
い
る
と
推
定
す
べ
き
勲
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に
法
の
目
的
に
反
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
の
み
、
裁
鋼
所
は
、
裁
量
権
の

濫
用
ゆ
え
違
法
と
剣
断
し
う
る
。
右
に
掲
げ
た
到
例
の
多
く
も
、
こ
の
黙
を
承
認
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
外
、
條
理
（
卒
等
原
則
・
比
例
原
則
等
）
を
引
用
し
、
こ
れ
に
反
す
る
ゆ
え
裁
量
権
の
濫
用
と
す
る
例
も
多
い
。

　
二
　
年
等
原
則
遽
反

訴
願
期
間
経
過
後
の
、
い
わ
ゆ
る
「
宥
恕
す
ぺ
き
事
由
」
の
認
定
を
め
ぐ
り
、
奮
行
政
裁
劃
所
に
お
い
て
、
李
等
原
則
に
反
す
る
ゆ
え
裁
量
穫

の
濫
用
と
し
た
例
が
あ
る
。

　
同
一
課
税
櫨
者
二
依
リ
テ
同
一
納
税
義
務
者
昌
封
シ
テ
同
時
二
爲
サ
レ
タ
ル
敏
個
ノ
府
縣
税
ノ
賦
課
二
封
シ
異
議
申
立
期
限
経
過
後
同
日
二
爲
サ
レ
タ
ル
異
議
申

立
ニ
シ
テ
其
ノ
期
限
経
過
二
關
ス
ル
事
情
モ
亦
同
一
ト
認
ム
ペ
キ
モ
ノ
晶
付
テ
一
ノ
異
議
申
立
二
付
テ
ハ
期
限
纒
過
二
關
ス
ル
事
情
ヲ
宥
恕
ス
ベ
キ
事
由
ト
認
メ
之

　
ヲ
受
理
シ
ナ
ガ
ラ
他
ノ
異
議
申
立
二
付
テ
ハ
宥
恕
ス
ベ
キ
事
由
二
非
ズ
ト
認
メ
之
ヲ
却
下
ス
ル
ハ
決
定
聴
ノ
自
由
裁
量
ノ
範
園
ヲ
超
越
ス
ル
違
法
ノ
モ
ノ
ト
解
ス
ベ

　
キ
モ
ノ
ト
ス
（
昭
六
・
三
・
一
九
剣
決
・
行
裁
判
決
録
四
二
輯
二
三
一
頁
）

「
宥
恕
す
べ
き
事
由
」
の
認
定
を
め
ぐ
り
、
現
在
、
羅
束
裁
量
な
り
や
、
自
由
裁
量
な
り
や
に
つ
き
孚
が
そ
ん
す
る
。
ま
た
、
自
由
裁
量
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
と
き
、
李
等
原
則
の
適
用
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
本
件
劃
例
は
、
異
議
申
立
を
受
理
す
る
や
否
や
は
自
由
裁
量
で
あ
る
が
、
同
U



條
件
の
下
に
あ
る
異
議
申
立
は
、
同
一
の
取
扱
い
を
す
る
を
よ
う
し
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
違
法
と
い
う
。
な
お
、
本
件
に
お
い
て
、
同
一
人
が
同
一

條
件
の
下
に
あ
る
異
議
申
立
を
同
日
に
な
し
、
一
方
は
受
理
さ
れ
、
他
方
は
却
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
著
し
き
耶
等
原
則
蓮
反
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
準
等
原
則
を
根
掠
と
す
る
と
み
ら
れ
る
現
行
憲
法
下
の
到
例
と
し
、
左
の
薮
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
松
山
地
裁
・
昭
二
六
・
四
・
二
六
到
決

　
　
自
創
法
第
四
十
一
條
に
い
う
「
農
業
に
糟
進
す
る
見
込
あ
る
者
に
費
渡
す
」
と
の
規
定
に
つ
き
、
必
ず
し
も
農
業
に
精
進
す
る
見
込
の
あ
る
も
の
の
全
部
に
封
し

　
農
地
を
費
渡
す
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
が
あ
り
得
て
も
、
そ
の
間
に
お
い
て
、
幡
理
に
鉛
ウ
で
定
勢
か
客
醗
的
基
瀞
か
無
瀞
い
か
恥
公
恥
か
恥
扱
を
す
る
こ
と
は
蓮

　
法
（
行
裁
例
集
二
巻
五
號
七
三
〇
頁
ー
傍
黙
筆
者
）

　
ま
た
、
紳
戸
地
裁
・
昭
二
九
・
三
二
言
一
到
決
は
、
出
入
國
管
理
令
四
九
條
の
異
議
申
立
に
た
い
す
る
法
務
大
臣
の
裁
決
（
同
令
五
〇
條
）
を
、

自
由
裁
量
と
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
ゐ
　
　
　
リ
　
　
　
ヨ
　
　
　
リ
　
　
　
も
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
ヨ
　
　
　
リ
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
　
ヨ

　
　
右
天
臣
が
そ
の
裁
量
の
範
園
を
逸
脆
し
て
薯
し
く
不
公
季
か
つ
妥
當
を
飲
く
よ
う
な
裁
決
を
し
た
場
合
に
の
み
、
こ
れ
に
基
い
て
な
さ
れ
た
退
去
彊
制
命
令
書
護

　
布
露
分
を
蓮
法
（
行
裁
例
集
五
巻
三
號
六
八
二
頁
ー
傍
鮎
筆
者
）

と
す
る
。
な
お
、
大
阪
高
裁
・
昭
三
二
・
一
二
・
一
二
到
決
（
行
裁
例
集
八
巻
＝
雍
一
三
八
一
頁
）
は
右
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
。

　
こ
の
外
、
警
自
創
法
三
七
條
に
も
と
づ
く
代
地
買
牧
塵
分
に
か
ん
し
、
岡
山
地
裁
・
昭
三
二
二
・
＝
二
到
決
の
、

　
　
　
　
　
ら
　
　
う
　
　
も
　
　
じ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
も
　
　
ち
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
む
　
　
ち
　
　
じ
　
　
や
　
　
サ

　
　
な
ん
ら
合
理
的
な
理
由
が
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
特
定
人
の
所
有
す
る
山
林
の
み
を
選
揮
し
、
こ
れ
に
著
し
い
不
利
盆
を
負
捲
せ
し
め
る
よ
う
な
代
地

　
買
牧
庭
分
は
、
裁
量
槽
の
飢
用
と
し
て
、
當
然
無
効
（
行
裁
例
集
九
巻
一
號
一
頁
ー
傍
鮎
筆
者
）

も
李
等
原
則
違
反
で
あ
る
。

　
農
地
法
に
よ
る
と
、
開
襲
し
農
地
と
す
る
こ
と
が
適
當
な
土
地
の
費
渡
を
う
け
た
蕎
に
た
い
し
、
國
は
法
七
二
條
の
規
定
に
よ
り
、
買
戻
し
を

　
　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
　
　
　
（
一
九
三
三
V



　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八
　
　
　
（
一
九
三
四
）

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
、
輻
井
地
裁
・
昭
三
四
・
一
二
・
二
三
判
決
に
よ
る
と
、

　
農
地
法
第
七
十
二
條
に
基
き
買
戻
し
を
爲
す
か
否
か
は
行
政
磨
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
當
該
行
政
露
分
が
…
…
、
行
政
威
分
に
要
求
さ
れ
る
公
李
且
つ

耶
等
の
原
則
に
反
す
る
場
合
は
、
か
か
る
裁
量
穫
の
行
使
は
違
法
（
行
裁
例
集
一
〇
巻
二
一
號
二
一
一
三
七
頁
）

と
い
い
、
買
戻
し
を
な
す
か
否
か
の
到
定
に
あ
た
り
、
土
地
の
厭
況
（
開
墾
の
難
易
等
）
、
個
入
的
理
由
等
を
ま
つ
た
く
無
覗
し
、
他
地
亙
よ
り
嚴

格
な
劃
断
基
準
に
よ
り
、
買
戻
し
の
剣
定
を
行
つ
た
黙
を
不
公
李
・
不
李
等
に
し
て
、
違
法
と
断
ず
る
。

　
さ
ら
に
、
教
育
委
員
會
の
學
校
職
員
に
た
い
す
る
昇
給
措
置
に
か
ん
す
る
青
森
地
裁
・
昭
三
三
・
六
・
二
四
到
決
も
、
李
等
原
則
違
反
の
例
と

し
て
あ
げ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
同
釧
例
は
、
右
措
置
を
自
由
裁
量
庭
分
と
し
つ
つ
、

　
　
か
か
る
行
爲
と
い
え
ど
も
、
ま
つ
た
く
の
恣
意
、
放
縦
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
右
委
員
會
が
合
理
的
根
擦
な
く
特
定
の
職
員
を
公
季
、
李
等
の
原
則

　
を
無
覗
し
て
昇
給
さ
せ
な
い
場
合
に
は
、
職
員
の
意
に
反
す
る
不
利
猛
庭
分
を
構
成
す
る
（
行
裁
例
集
九
巻
六
號
二
一
五
一
頁
）

と
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
こ
れ
等
鋼
決
は
、
そ
．
の
表
現
に
若
干
の
差
は
あ
れ
、
法
の
目
的
に
反
し
、
あ
る
い
は
、
合
理
的
な
根
擦
な
く
、
著
し
い
不
李
等
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

取
扱
い
を
す
る
と
、
自
由
裁
量
事
項
で
あ
つ
て
も
違
法
性
を
生
ず
る
と
い
う
。

　
三
　
比
例
原
則
遮
反

　
ま
ず
、
國
・
公
立
學
校
學
生
・
生
徒
の
懲
戒
關
係
に
つ
き
、
懲
戒
の
事
實
あ
り
や
否
や
に
か
ん
し
、
既
述
、
裁
量
櫃
の
楡
越
が
問
題
と
な
つ

た
。
そ
し
て
、
一
定
の
懲
戒
す
べ
き
事
實
が
あ
る
場
合
、
如
何
な
る
種
類
の
懲
戒
庭
分
を
く
わ
え
る
べ
き
か
に
つ
き
、
比
例
原
則
の
適
用
が
問
題

と
な
る
。

　
最
高
裁
・
昭
二
九
・
七
・
三
〇
第
三
小
法
廷
到
決
は
、



　
懲
戒
庭
分
の
う
ち
い
ず
れ
の
露
分
を
逡
ぶ
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
・
こ
の
識
の
鍔
蜥
が
吐
會
観
念
上
著
し
く
愛
當
を
峡
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
原

則
と
し
て
．
懲
戒
橡
者
と
し
て
の
學
長
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
（
最
高
民
集
八
巻
七
號
一
匠
〇
一
頁
）

と
い
う
。
こ
れ
、
著
し
き
比
例
原
則
違
反
を
違
法
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
下
級
審
に
お
け
る
同
趣
旨
到
決
と
し
て
、

岡
山
地
裁
・
昭
二
六
・
五
・
三
〇
到
決
（
行
裁
例
集
二
巻
七
號
一
＝
二
二
頁
）

廣島高

裁
。
昭
二
七
・
七
・
一
八
到
決
（
行
裁
例
集
三
巻
六
號
一
三
〇
九
頁
）

　
大
阪
高
裁
・
昭
二
八
・
四
・
三
Q
到
決
（
行
裁
例
集
四
巻
四
號
九
八
六
頁
）

等
が
そ
ん
す
る
。

　
さ
ら
に
、
國
立
療
養
所
患
者
の
退
所
命
令
に
つ
い
て
も
、
同
趣
旨
を
探
用
し
た
も
の
と
し
、

　
大
阪
地
裁
・
昭
二
五
二
昌
・
二
四
到
決
（
行
裁
例
集
一
巻
三
號
四
七
九
頁
）

　
大
阪
高
裁
・
昭
二
八
・
四
・
二
八
剣
決
（
行
裁
例
集
四
巻
四
號
九
六
四
頁
）

の
例
が
あ
る
の
こ
れ
等
は
、
公
物
利
用
關
係
に
お
け
る
懲
戒
と
し
、
學
生
の
懲
戒
と
同
一
法
理
に
た
つ
。

　
つ
ぎ
に
、
公
務
員
の
懲
戒
に
つ
い
て
も
、
下
級
審
に
お
い
て
、
學
生
の
懲
戒
同
檬
比
例
原
則
が
と
か
れ
て
い
た
し
、
最
高
裁
も
同
一
見
解
を
採

用
す
る
。

　
大
阪
地
裁
・
昭
二
六
・
七
・
七
到
決
（
行
裁
例
集
二
巻
八
號
＝
二
四
一
頁
）

　
大
阪
高
裁
・
昭
二
九
・
九
・
二
剣
決
（
行
裁
例
集
五
巻
九
號
二
一
六
九
頁
）

　
紳
戸
地
裁
・
昭
三
〇
・
六
二
〇
剣
決
（
行
裁
例
集
六
巻
六
號
一
五
二
五
頁
）

　
最
高
裁
・
昭
三
二
・
五
・
一
〇
第
三
小
法
廷
到
決
（
最
高
民
集
一
一
巻
五
號
六
九
九
頁
）

　
公
の
勤
務
闘
係
と
公
物
の
利
用
關
係
と
は
、
類
似
し
た
法
的
基
礎
に
た
つ
。
し
た
が
つ
て
、
本
例
に
お
い
て
も
、
比
例
原
則
の
引
用
が
容
易
で

　
　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
　
　
（
一
九
三
五
）



到
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界

二
二
〇

（
一
九
三
六
）

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
地
方
議
會
議
員
の
懲
罰
の
種
類
選
揮
に
つ
い
て
も
、
比
例
原
則
を
探
用
す
る
例
が
多
い
。

　
千
葉
地
載
・
昭
三
〇
・
三
。
一
五
到
決
は
、

　
　
議
會
が
議
員
に
封
し
懲
罰
を
科
す
る
場
合
、
…
…
い
か
な
る
種
類
の
懲
罰
を
科
す
る
か
は
、
議
會
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
が
、
…
…
懲
罰
の
種
類
を
選
操
す
る

　
と
き
に
も
、
そ
の
事
犯
に
比
し
著
L
く
客
観
的
愛
當
性
を
饒
き
、
は
な
は
だ
し
く
到
臨
を
誤
つ
て
い
る
と
き
は
違
法
。
（
行
裁
例
集
六
巻
三
號
六
六
八
頁
）

と
い
い
、
同
旨
剣
決
と
し
て
、

　
颪
島
地
裁
・
昭
二
五
・
四
・
二
一
判
決
（
行
裁
例
集
一
巻
二
號
工
ハ
五
頁
）

　
青
森
地
裁
・
昭
二
八
・
一
・
七
到
決
（
行
裁
例
集
四
巻
一
號
一
三
〇
頁
）

　
名
古
屋
地
裁
・
昭
二
九
・
六
・
九
到
決
（
行
裁
例
集
五
巻
六
號
一
四
四
五
頁
）

　
名
古
屋
地
裁
・
堅
三
・
四
・
一
六
判
決
（
行
裁
例
集
七
巻
四
號
九
五
八
頁
）

　
松
江
地
裁
・
昭
三
三
二
〇
・
二
四
判
決
（
行
裁
例
集
九
巻
一
〇
號
二
二
二
八
頁
）

　
仙
憂
高
裁
・
昭
三
四
・
七
・
六
到
決
（
行
裁
例
集
一
〇
巻
七
號
コ
一
宅
三
頁
）

等
が
そ
ん
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
議
員
と
學
生
等
の
法
的
性
格
に
著
目
し
、
議
員
の
懲
戒
は
既
得
の
参
政
権
の
侵
害
ゆ
え
、
性
質
上
編
束
塵
分
に
あ
た
る
。
た

だ
、
裁
鋼
所
が
こ
れ
に
審
査
を
く
わ
え
る
と
、
地
方
公
共
團
艦
に
お
け
る
民
主
政
治
の
原
理
に
反
す
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
し
、
か
か
る
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

裁
量
の
限
界
か
ら
の
ぞ
か
ん
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

　
右
の
．
こ
と
ぎ
、
特
別
権
力
關
係
に
属
す
る
も
の
の
ほ
か
、
國
税
滞
納
塵
分
に
か
ん
し
て
も
、
比
例
原
則
を
引
用
す
る
例
は
多
い
。
滞
納
庭
分
を

お
こ
な
う
か
否
か
は
、
法
に
覇
束
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
庭
分
に
お
い
て
、
如
何
な
る
財
産
を
差
押
え
公
費
す
る
か



に
つ
い
て
は
、
見
解
の
封
立
を
み
る
。
奮
行
政
裁
剣
所
時
代
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
瓢
自
由
裁
量
と
み
、
し
か
も
、
比
例
原
則
の
適
用
に
つ
き
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ま
り
注
意
が
は
ら
わ
れ
な
か
つ
た
と
い
い
う
る
。

　
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
差
押
財
産
の
選
揮
と
同
財
産
の
公
費
に
つ
き
、
裁
量
を
み
と
め
つ
つ
、
そ
の
限
界
を
指
摘
し
、
あ
る
い
は
、
選
揮

に
つ
い
て
も
法
の
驕
束
（
凝
束
裁
量
）
と
す
る
見
解
と
が
封
立
す
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
裁
量
の
限
界
構
成
と
し
て
比
例
原
則
が
適
用
さ
れ
、

後
者
の
場
合
は
、
差
押
財
産
の
選
揮
、
し
た
が
つ
て
差
押
庭
分
の
適
否
剣
断
の
基
準
と
し
比
例
原
則
が
使
用
さ
れ
る
。

　
右
、
裁
量
6
限
界
構
成
に
か
ん
す
る
具
麗
的
塵
分
と
し
、
東
京
地
裁
・
昭
二
八
・
八
・
一
〇
到
決
は
、

　
　
滞
納
屍
分
の
執
行
に
際
り
如
何
な
る
財
産
を
差
押
え
、
公
費
す
る
か
は
一
鷹
執
行
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
居
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
堂
で
あ
る
か
ら
、
本
件

　
財
團
を
公
費
す
る
こ
と
が
、
合
理
的
な
裁
量
の
範
園
を
超
え
た
甚
だ
し
く
不
當
の
も
の
と
す
べ
き
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
こ
の
融
に
お
い
て
本
件
慮
分
を
違
法
と

　
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
行
裁
例
集
四
巻
八
號
一
八
三
五
頁
）

と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
な
お
、
公
費
債
格
の
決
定
に
つ
い
て
も
、
右
と
同
様
の
見
解
の
封
立
を
み
い
だ
す
。

　
四
　
不
正
の
動
機
の
問
題

　
行
政
塵
分
は
、
法
に
し
た
が
い
公
盆
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
塵
分
を
な
す
に
あ
た
り
、
こ
れ
等
條
件
の
ほ
か
、
信
義
誠
實
に

構
限
が
行
使
さ
れ
る
を
よ
う
す
る
。
こ
の
た
め
、
動
機
に
不
正
の
あ
つ
た
庭
分
の
違
法
性
が
間
題
と
な
る
。
な
お
、
動
機
の
不
正
は
、
裁
量
構
の

限
界
の
問
題
に
か
ぎ
ら
ず
、
行
政
塵
分
一
般
に
つ
い
て
お
こ
り
う
る
問
題
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
動
機
の
不
正
は
、
庭
分
に
如
何
な
る
影
響
を
あ
た
え
る
か
。
か
つ
て
の
行
政
裁
鋼
所
の
到
決
に
、

　
　
差
押
が
村
會
議
員
の
被
選
學
槽
を
失
わ
せ
る
目
的
で
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
租
税
滞
納
の
事
實
が
あ
つ
た
以
上
、
こ
れ
を
蓮
法
と
す
べ
き
で
な
い
（
昭
一
四
・

　
　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
一
　
　
　
（
一
九
三
七
）



　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
ニ
　
　
　
（
一
九
三
八
）

　
五
・
二
八
）

と
す
る
も
の
が
あ
る
。
本
例
は
、
羅
束
虜
分
に
屍
す
る
が
、
動
機
に
不
正
が
あ
つ
て
も
、
塵
分
の
結
果
が
法
に
し
た
が
つ
て
い
れ
ば
適
法
と
い

う
。
こ
の
論
理
に
し
た
が
う
と
、
動
機
に
不
正
が
あ
り
、
か
つ
、
庭
分
の
結
果
が
法
に
反
す
る
と
き
の
み
違
法
と
な
る
。
し
か
し
、
虜
分
の
結
果

が
法
に
反
す
る
と
き
は
、
つ
ね
に
蓮
法
で
あ
つ
て
、
あ
え
て
、
動
機
の
正
・
不
正
を
間
題
に
す
る
必
要
が
な
い
。
し
か
ら
ば
、
自
由
裁
量
の
場
合

も
、
右
と
同
様
に
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
大
阪
地
裁
・
昭
二
六
。
七
・
七
到
決
は
、

　
．
一
般
に
行
政
行
爲
の
動
機
が
不
純
で
あ
る
こ
と
は
、
直
ち
に
そ
の
行
政
行
爲
を
違
法
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
行
政
行
爲
と
無
關
係
な
目
的
の
た
め
に
故

　
意
に
な
さ
れ
た
と
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
蓮
法
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
（
行
裁
例
集
二
巻
八
號
二
一
西
一
頁
）

と
い
う
。
こ
れ
は
、
動
機
の
不
正
が
法
の
目
的
違
反
を
ま
ね
く
場
合
で
あ
る
。

　
ま
た
、
編
岡
商
裁
・
昭
三
三
・
二
・
＝
二
到
決
は
、
農
地
韓
用
に
か
ん
す
る
許
可
塵
分
に
つ
き
、

　
　
こ
の
場
合
（
許
可
慮
分
に
ー
筆
者
註
）
條
件
を
つ
け
る
か
ど
う
か
叉
い
か
な
る
條
件
を
つ
け
る
か
に
つ
い
て
は
法
は
行
政
磨
の
按
術
的
到
断
に
こ
れ
を
委
せ
て
い

　
る
の
で
あ
つ
て
、
し
た
が
つ
て
こ
の
貼
は
行
政
慮
の
裁
量
に
扇
す
る
も
の
と
解
す
る
を
相
當
と
す
る
。
勿
論
行
政
磨
の
裁
量
と
い
え
ど
も
無
制
限
に
許
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
む
　
　
じ
　
　
ち
　
　
む
　
　
ち
　
　
り
　
　
り
　
　
ら
　
　
め
　
　
い
　
　
む
　
　
む
　
　
リ
　
　
セ
　
　
じ
　
　
ち
　
　
り
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
う

　
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
た
と
え
ぱ
許
可
に
條
件
を
つ
け
な
い
こ
と
が
著
し
く
不
當
で
公
正
を
飲
く
と
か
、
不
正
不
當
な
動
機
に
基
く
と
か
い
う
場
合
に
は
、
斯
様
な

　
リ
　
　
セ
　
　
リ
　
　
セ
　
　
セ
　
　
セ
　
　
コ
　
　
セ
　
　
ち
　
　
セ
　
　
ち
　
　
る

　
許
可
は
も
と
よ
り
違
法
で
あ
る
。
（
行
裁
例
集
九
巻
二
號
二
三
頁
ー
傍
鮎
筆
者
）

と
い
う
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
不
正
不
當
な
動
機
の
み
に
て
塵
分
の
違
法
性
を
み
ち
び
く
ご
と
ぎ
感
を
う
け
る
。
し
か
し
、
右
記
述
は
、
違
法

な
場
合
の
例
示
に
し
て
、
そ
の
眞
意
は
、
は
た
し
て
、
不
正
不
當
の
動
機
の
み
で
盧
分
の
違
法
を
ま
ね
く
か
、
に
わ
か
に
断
定
し
が
た
い
。

　
さ
ら
に
、
縣
立
高
校
非
常
勤
講
師
冤
職
庭
分
を
め
ぐ
り
、
幅
井
地
裁
・
昭
三
四
・
七
二
決
定
（
本
件
は
見
職
慮
分
執
行
停
止
申
諸
事
件
で
あ
る
）

は
、



　
地
方
公
務
員
法
第
二
八
條
第
一
項
第
三
號
に
い
う
「
そ
の
職
に
必
要
な
適
格
性
を
峡
く
場
合
」
と
は
、
い
や
し
く
も
公
務
員
と
し
て
の
身
分
を
左
右
す
る
分
限
の

事
由
と
し
て
は
、
堂
人
の
素
質
、
性
絡
、
能
力
等
か
ら
考
え
て
、
常
に
右
公
務
員
と
し
て
の
義
務
不
履
行
が
存
在
し
、
公
務
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
顯

著
な
特
性
が
存
し
、
し
か
も
こ
れ
は
容
易
に
矯
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
の
も
の
…
…

と
い
い
、
さ
ら
に
、

　
本
件
行
政
虜
分
は
、
…
…
定
期
人
事
移
動
の
賓
施
を
間
近
に
控
え
、
他
の
教
職
員
の
人
事
行
政
の
圓
滑
に
實
施
す
べ
き
行
政
上
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
事
惰
も
あ
り

　
…
…
（
行
裁
例
集
一
〇
巻
七
號
一
四
＝
ハ
頁
）

と
い
う
。
そ
も
そ
も
、
冤
職
庭
分
に
か
ん
す
る
「
適
格
性
」
は
該
當
者
の
能
力
等
の
み
よ
り
認
定
さ
る
べ
く
、
人
事
行
政
の
圓
滑
化
等
の
要
素
を

く
わ
え
て
認
定
さ
る
べ
き
で
な
い
。
も
し
、
か
か
る
加
う
べ
き
で
な
い
要
素
を
ふ
く
む
場
合
は
、
動
機
に
不
正
が
あ
つ
た
と
い
い
え
よ
う
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
、
本
件
は
、
動
槻
の
不
正
・
適
格
性
認
定
の
誤
り
が
違
法
の
疑
を
生
ぜ
し
め
た
例
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
自
由
裁
量
虚
分
に
あ
つ
て
も
、
動
機
の
不
正
の
み
に
て
ば
、
権
限
の
濫
用
等
お
こ
り
え
な
い
。
裁
量
槽
の
濫
用
と
し
て
の
動
機
の

不
正
は
、
か
か
る
事
實
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
結
果
塵
分
が
法
の
目
的
・
李
等
原
則
違
反
等
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
動
機
の
問

題
は
、
そ
れ
自
饅
が
裁
量
穫
の
濫
用
の
一
類
型
を
形
成
す
る
の
で
な
く
、
凱
述
、
法
の
目
的
・
李
等
原
則
等
違
反
を
詮
す
べ
き
素
材
の
一
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。

（
1
）
　
大
阪
地
裁
剣
決
は
、
職
務
途
行
に
か
ん
す
る
窓
見
の
封
立
を
理
由
と
し
懲
戒
虎
分
に
虎
す
る
な
ら
ば
、
法
令
の
目
的
と
無
關
係
の
目
的
の
た
め
な
さ
れ
た
蓮

　
法
と
い
い
、

　
　
薦
島
地
裁
剣
決
（
昭
二
九
）
は
、
固
定
贅
産
詐
償
員
の
實
兄
が
村
長
選
畢
に
お
い
て
封
立
候
補
と
な
つ
た
こ
と
か
ら
不
快
の
念
を
い
だ
き
、
右
詐
債
員
を
懲
戒

　
菟
職
に
し
た
鮎
、
法
目
的
に
反
す
る
ゆ
え
、
裁
量
楼
の
濫
用
と
み
、

　
　
東
京
高
裁
剣
決
は
、
如
何
な
る
鮎
か
ら
み
て
も
賀
牧
理
由
な
き
に
、
農
地
買
牧
に
名
を
か
り
、
農
地
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
職
穣
濫
用
。

　
　
福
蕗
地
裁
剣
決
（
昭
三
二
）
は
、
未
墾
地
買
牧
の
結
果
、
他
農
家
の
経
螢
不
可
能
を
生
ぜ
し
め
る
と
き
は
、
當
該
農
地
買
牧
は
、
自
創
法
一
條
の
法
目
的
に
反

　
　
　
剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二
　
　
　
（
一
九
三
九
）



　
　
　
鋼
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
西
　
　
（
一
九
四
〇
）

　
す
る
ゆ
え
蓮
法
と
い
テ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ち
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
む
　
　
セ
　
　
も
　
　
ロ

　
　
右
い
ず
れ
も
、
法
の
企
圏
す
る
目
的
と
明
ら
か
に
異
つ
た
目
的
よ
り
な
さ
れ
た
盧
分
と
い
い
え
よ
う
。

（
2
）
　
美
濃
部
蓬
吉
・
公
法
剣
例
大
系
・
上
巻
一
八
五
頁
以
下
。

（
3
）
　
こ
の
鮎
、
奮
行
政
裁
剣
所
の
、
’
租
粉
滞
納
の
事
實
あ
る
か
ぎ
う
、
特
定
人
に
の
み
潴
納
慮
分
手
綬
を
と
つ
て
も
違
法
で
な
い
と
す
る
到
決
と
封
比
す
ぺ
き
で

　
あ
ろ
う
。
溜
納
盧
分
を
な
す
か
否
か
は
、
覇
束
塵
分
で
あ
る
が
、
準
等
原
則
を
し
り
ぞ
け
た
も
の
と
し
、
注
目
に
値
す
る
。

（
4
）
　
田
上
・
前
掲
論
丈
・
三
二
八
頁
。

（
5
）
　
た
と
え
ば
、

　
「
國
粉
潜
納
虎
分
昌
關
ス
ル
法
令
昌
於
テ
ハ
國
粉
濾
紡
露
分
ノ
爲
財
産
差
押
ヲ
爲
ス
昌
付
キ
其
ノ
徴
牧
額
昌
充
ツ
ル
程
度
二
差
押
ヲ
制
限
ス
ル
モ
ノ
昌
非
ズ
。
從

　
テ
之
昌
違
操
ス
ベ
キ
町
村
粉
滞
納
虎
分
ノ
差
押
昌
於
テ
差
押
財
産
ノ
債
格
ガ
徴
牧
金
額
昌
比
シ
多
額
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
ト
ス
ル
モ
之
ヲ
以
テ
違
法
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得

　
ズ
」
（
大
二
・
一
二
・
三
剣
｝
決
）

　
　
あ
る
い
は
、

　
「
滞
紡
者
ガ
差
押
財
産
以
外
昌
他
昌
溜
納
金
昌
相
當
ス
ル
債
格
ノ
財
産
ヲ
有
ス
ル
昌
拘
ラ
ズ
右
滞
納
金
昌
比
シ
過
當
ナ
ル
不
動
産
ノ
差
押
ヲ
受
ク
ル
モ
右
差
押
盧

　
分
ヲ
違
法
ナ
リ
ト
ス
ル
ヲ
得
ズ
」
（
昭
七
・
三
・
二
八
劃
決
）

　
等
そ
の
例
は
、
す
こ
ぶ
る
多
い
。
し
か
し
、
學
論
上
は
有
力
な
る
反
鉗
論
も
そ
ん
し
た
（
美
濃
部
・
前
掲
判
例
大
系
・
下
巻
六
八
六
頁
）
。

（
6
）
　
覇
束
と
み
る
例
と
し
、
薦
井
地
裁
・
昭
二
九
・
七
・
七
到
決

　
「
租
税
滞
納
盧
分
と
し
て
の
公
賓
に
お
い
て
、
牧
税
官
吏
は
、
公
費
物
件
の
見
積
債
格
の
決
定
に
關
し
、
滞
納
者
の
椹
利
を
不
當
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
愼
重
に

　
考
慮
す
べ
き
法
律
上
の
義
務
を
負
捲
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
右
見
積
債
格
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
公
頁
當
時
の
肚
會
的
か
つ
経
濟
的
諸
條
件

　
か
ら
み
て
客
観
的
に
是
認
さ
れ
る
べ
き
便
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
行
裁
例
集
五
巻
七
號
一
六
五
〇
頁
）

　
と
し
、
こ
れ
に
封
す
る
見
解
と
し
て
、

　
東
京
地
裁
・
昭
二
八
・
八
・
一
〇
剣
決

　
　
「
公
實
償
格
が
、
時
債
に
比
し
て
著
し
く
不
當
に
低
廉
と
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
最
低
公
貿
慣
格
が
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
、
ま
た
、
い
く
ば
く
で
あ
つ
た
か

　
は
、
公
賓
決
定
を
違
法
と
す
る
理
由
と
は
な
り
え
な
い
。
」
（
行
裁
例
集
四
巻
八
號
一
八
三
五
頁
）

　
と
す
る
ご
と
ぎ
で
あ
る
。

（
7
）
　
既
逓
、
顧
島
地
裁
・
昭
二
九
・
六
・
一
八
判
決
（
既
出
一
二
六
頁
）
も
こ
の
例
に
驕
す
。



四

　
い
わ
ゆ
る
自
由
裁
量
事
項
と
よ
ぱ
れ
る
分
野
に
お
い
て
も
、
行
政
聴
は
、
恣
意
的
に
庭
分
の
選
揮
を
な
し
う
る
わ
け
で
な
い
。
そ
こ
に
は
、
お

の
ず
か
ら
、
何
等
か
の
基
準
が
そ
ん
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
基
準
は
、
廣
義
の
法
に
ぞ
く
す
る
。
一
方
、
司
法
と
は
、
法
上
の
紛
争
あ
る
と
き
、

何
が
正
し
い
法
で
あ
る
か
を
到
断
し
、
正
し
い
法
の
適
用
を
保
障
す
る
作
用
と
さ
れ
、
か
か
る
司
法
作
用
は
、
裁
到
所
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
。

し
た
が
つ
て
、
自
由
裁
量
事
項
に
お
け
る
基
準
が
、
（
廣
義
の
）
法
で
あ
る
限
り
、
こ
の
基
準
を
め
ぐ
る
雫
は
、
本
來
、
裁
到
所
の
審
査
到
断
に

ふ
く
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
通
読
は
、
自
由
裁
量
事
項
に
つ
き
、
塵
分
の
選
揮
を
誤
り
て
も
、
不
當
の
問
題
の
み
生
じ
、
違
法
の
間
題

は
生
じ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
自
由
裁
量
に
属
す
る
塵
分
を
、
裁
剣
所
は
違
法
と
し
て
し
り
ぞ
け
え
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
、
自
由
裁
量
に
属
す
る
と
さ
れ
た
分
野
に
お
い
て
は
、
個
人
の
穫
利
・
利
盆
よ
り
、
行
政
目
的
（
公
盆
）
達
成
に
重
黙
が
お
か
れ
る
。

而
し
て
、
行
政
上
の
政
策
的
・
專
門
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
裁
釧
所
よ
り
專
門
行
政
磨
の
鋼
断
が
一
般
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
か
か
る
事
項
に
つ
き
、
裁
剣
所
の
到
断
よ
り
行
政
聴
の
到
断
に
優
越
性
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
こ
の
裁
到
所
の
鋼
断
を
し
り
ぞ
け
る

表
現
と
し
、
既
述
、
法
上
の
孚
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
裁
量
に
つ
き
、
そ
の
選
揮
を
あ
や
ま
る
も
、
當
不
當
の
間
題
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

　
要
す
る
に
、
白
由
裁
量
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
策
的
・
技
術
的
な
ゆ
え
を
も
つ
て
、
裁
到
駈
の
能
力
に
限
界
を
み
と
め
、
行
政
廃
の
劃
断

を
優
越
さ
せ
る
。

　
し
か
し
、
政
策
的
・
按
術
的
事
項
に
お
い
て
も
、
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
り
、
行
政
廃
の
到
断
を
優
越
せ
し
め
る
必
要
は
な
い
。
政
策
的
・
技
術

的
事
項
に
つ
き
、
多
く
の
場
合
、
一
般
人
の
良
識
を
も
つ
て
し
て
は
、
甲
乙
何
れ
の
到
断
を
是
と
す
る
か
鋼
定
困
難
、
し
た
が
つ
て
、
か
か
る
場

合
、
一
般
人
の
良
識
を
具
現
す
る
裁
到
所
の
釧
断
に
多
く
の
期
待
を
か
け
え
な
い
。
常
に
正
し
き
到
漸
を
期
待
し
え
ぬ
と
こ
ろ
、
穫
威
を
あ
た
え

え
な
い
。
し
か
し
、
政
策
的
・
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
も
、
極
端
な
る
鋼
断
の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
嘲
般
人
の
良
識
を
も
つ
て
、
十
分
に
そ
の
是

　
　
　
　
判
例
よ
り
み
た
自
由
識
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
五
　
　
　
（
一
九
四
一
）



　
　
　
鋤
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
六
　
　
　
（
一
九
四
二
）

非
を
到
断
し
う
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
政
の
専
門
的
事
項
の
み
よ
り
到
噺
し
う
る
事
項
は
、
行
政
魔
の
到
断
に
構
威
を
あ
た
え
る
べ
く
、
輔
般
人

の
良
識
よ
り
到
断
で
き
る
事
項
は
、
そ
れ
が
國
民
の
櫨
利
・
利
盆
の
侵
害
を
と
も
な
う
か
ぎ
り
、
裁
到
所
の
鋼
断
に
穫
威
を
あ
た
え
て
も
何
等
弊

害
な
き
の
み
な
ら
ず
、
國
民
の
権
利
保
障
と
い
う
面
よ
り
す
れ
ば
、
進
ん
で
か
か
る
場
合
、
裁
到
所
の
鋼
断
に
構
威
を
あ
た
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
が
憲
法
の
い
う
穫
力
分
立
の
趣
旨
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
由
裁
量
と
裁
量
椹
の
限
界
は
、
か
か
る
黙
を
背
景
と
し
て
獲
生
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
裁
量
穫
の
蹴
越
と
は
、
裁
量
の
外
的
限
界
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
明
文
で
さ
だ
め
ら
れ
た
裁
量
の
枠
を
逸
脆
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

教
育
ゆ
必
要
あ
る
と
き
懲
戒
し
う
渇
法
意
に
た
い
し
、
教
育
上
必
要
と
せ
ぬ
懲
戒
を
お
こ
な
い
、
あ
る
い
は
、
適
格
性
を
飲
く
と
き
冤
職
し
う
る

法
意
に
た
い
し
、
適
格
性
を
ゆ
う
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
冤
職
す
る
ご
と
き
で
あ
る
。
か
か
る
こ
と
は
、
教
育
上
あ
ら
た
め
さ
せ
ね
ば
な
ら
殿
非
行

な
り
や
否
や
が
認
定
さ
れ
、
は
じ
め
て
、
法
違
反
と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
果
し
て
、
學
生
の
特
定
の
行
爲
（
た
と
え
肚
會
的
に
み
て
非

行
で
あ
っ
て
も
）
が
、
敬
育
上
懲
戒
を
く
わ
え
改
善
さ
す
べ
き
非
行
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
に
あ
る
。
而
し
て
、
か
か
る
決
定
は
、
一
般
の
場
合
、

教
育
機
闘
に
よ
り
て
の
み
到
断
で
き
、
裁
到
所
は
か
か
る
間
題
の
劃
断
に
お
い
て
、
常
に
十
分
な
る
到
断
能
力
あ
り
と
い
い
え
ぬ
。
し
か
し
、
特

殊
の
場
合
（
上
例
で
い
え
ば
、
明
白
に
非
行
が
な
い
の
に
懲
戒
を
く
わ
え
た
揚
合
）
、
行
政
廃
の
政
策
的
・
技
術
的
劃
断
能
力
を
尊
重
す
る
必
要
は
な
い
。

し
た
が
つ
て
、
こ
の
種
事
件
に
お
い
て
、
到
例
の
い
う
、
「
事
實
的
根
擦
を
全
く
飲
き
」
等
の
表
現
は
、
正
當
の
も
の
と
考
え
る
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
問
題
は
、
明
文
に
違
反
と
い
う
黙
覇
束
庭
分
と
同
U
で
あ
る
が
、
明
文
違
反
を
到
定
す
る
前
提
に
自
由
裁
量
間
題
が
關
聯
す

る
。
こ
の
故
、
覇
東
露
分
と
匿
別
し
、
裁
量
の
喩
越
を
論
ず
る
實
際
上
の
必
要
が
あ
る
。

　
裁
量
穂
の
濫
用
と
は
、
裁
量
の
内
的
限
界
と
も
い
わ
れ
、
明
文
の
規
定
な
い
し
明
文
の
通
常
の
解
繹
に
よ
り
て
は
、
違
法
な
り
や
否
や
が
到
定

で
き
な
い
場
合
を
い
う
。

　
法
の
目
的
違
反
の
場
合



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
裁
量
権
の
濫
用
は
、
法
の
目
的
違
反
の
場
合
を
中
心
と
し
な
が
ら
襲
達
し
て
き
た
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
行
政
麗
分
は
、
當
該
麗
分
の
根

擦
と
な
る
法
條
の
拘
束
を
う
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
等
法
條
を
ふ
く
む
法
の
内
在
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
。
行
政
塵
分
は
公
盆
に
適
合
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
の
公
盆
は
法
の
内
在
目
的
に
よ
り
具
髄
化
さ
れ
る
（
こ
の
具
髄
化
は
程
度
の
間
題
で
あ
る
が
）
。
裁
量
塵
分
は
、
行
政
聴
の
恣
意
的

到
断
に
も
と
づ
く
の
で
な
く
、
つ
ね
に
か
か
る
公
盆
（
法
の
内
在
目
的
に
適
合
し
た
）
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
公
盆
に
適

合
す
る
や
否
や
、
換
言
す
れ
ば
、
法
の
内
在
目
的
に
合
致
す
る
や
否
や
は
、
行
政
廉
の
專
門
的
能
力
を
と
お
し
て
の
み
剣
断
さ
れ
う
る
場
合
が
多

い
。
こ
れ
は
、
公
盆
が
法
の
内
在
目
的
に
よ
り
具
醗
化
さ
れ
る
と
い
つ
て
も
、
そ
の
具
髄
化
は
、
な
お
、
多
く
の
抽
象
的
要
素
を
ふ
く
む
こ
と
を

考
え
る
と
き
、
こ
の
鮎
が
一
暦
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
通
常
の
場
合
、
自
由
裁
量
事
項
に
お
け
る
麗
分
は
、
公
盆
な
い
し
法
の

内
在
自
的
に
適
合
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
開
か
な
と
き
（
例
え
ぱ
歪
く
目
的
に
反
す
る
ご
と
き
）
の
み
、
”
勉

會
通
念
に
よ
り
て
も
十
分
に
鋼
断
し
う
る
ゆ
え
、
裁
鋼
所
の
到
断
に
優
越
性
が
あ
た
え
ら
れ
る
。

　
準
等
原
則
違
反

　
法
の
下
の
亭
等
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
の
こ
の
原
則
は
、
通
例
、
立
法
椹
に
よ
る
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
原
則
に
の
つ
と
り
作
ら
れ
た
行
政
法
規
は
、
準
等
原
則
に
か
ん
す
る
明
文
規
定
を
か
い
て

も
、
法
規
自
饅
の
内
に
當
然
に
李
等
原
則
を
ふ
く
む
。
こ
の
た
め
、
卒
等
原
則
は
、
明
文
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
條
の
解
羅
に
あ
た
り
當
然

に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
條
理
で
あ
る
。

　
　
か
く
、
李
等
原
則
は
法
の
解
繹
に
さ
い
し
、
嘗
然
考
慮
さ
る
べ
き
ゆ
え
、
覇
東
塵
分
に
お
い
て
は
、
こ
の
原
則
が
い
わ
ゆ
る
條
理
法
と
し
て
襲

見
確
認
さ
れ
、
庭
分
の
適
法
・
違
法
の
評
贋
基
準
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
羅
束
庭
分
に
お
い
て
、
李
等
原
則
は
解
羅
の
間
題
の
中
に
登
場
す

　
る
。

　
　
こ
れ
に
た
い
し
、
裁
量
事
項
に
お
い
て
李
等
原
則
は
如
何
な
る
地
位
を
し
め
る
か
。
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そ
も
そ
も
、
解
繹
と
裁
量
と
ば
こ
と
な
る
。
解
縄
は
抽
象
的
な
法
の
内
に
ふ
く
ま
れ
た
具
饅
的
法
の
獲
見
で
あ
り
、
裁
量
は
新
た
な
法
の
創
設

と
い
い
う
る
。
も
ち
論
、
裁
量
穫
行
使
に
あ
た
り
、
解
繹
は
必
要
で
あ
巻
が
、
解
繹
し
た
結
果
は
、
複
数
庭
分
の
選
揮
の
自
由
あ
る
こ
と
の
襲
見

に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
嚢
見
さ
れ
た
範
園
内
に
お
い
て
、
裁
量
穫
が
行
使
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
解
繹
は
、
裁
量
行
使
の
前
提
と
な
り
え
て

も
、
決
し
て
、
裁
量
梅
行
使
自
髄
で
あ
り
え
ぬ
。

　
か
く
み
て
く
る
と
、
覇
束
庭
分
と
裁
量
庭
分
に
お
け
る
李
等
原
則
の
取
扱
い
は
、
こ
と
な
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
て
、
裁
量
椹
行
使
が
法
の
創
設
と
み
て
も
、
憲
法
の
要
求
す
る
準
等
原
則
は
、
適
用
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
合
理
的
根
櫨
な
き
か
ぎ
り
、

李
等
原
則
に
し
た
が
つ
て
裁
量
穫
が
行
使
さ
れ
ぬ
と
、
憲
法
と
の
關
係
に
お
い
て
、
違
法
性
の
問
題
が
生
ず
る
。
し
か
し
、
李
等
が
絶
翼
的
季
等

を
意
味
せ
ず
、
相
封
的
李
等
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
、
何
が
李
等
で
あ
る
か
の
到
定
は
、
決
し
て
容
易
で
な
い
。
さ
ら
に
、
法
の
目
的
よ
り
到
断

し
、
合
理
的
根
擦
あ
れ
ぱ
、
不
李
等
な
取
扱
い
を
も
是
認
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
自
由
裁
量
事
項
内
に
お
け
る
李
等
原
則
の
要
求
は
、
李
等
に
裁
量
庭
分
を
お
こ
な
え
と
の
行
政
聴
に
た
い
す
る
要
求
で
あ
る
。
そ
し

て
、
李
等
原
則
の
適
用
が
一
般
的
に
み
て
容
易
で
な
く
、
し
か
も
、
裁
量
威
分
が
政
策
的
・
技
術
的
な
特
殊
専
門
の
鋼
断
を
必
要
と
す
る
か
ぎ

り
、
行
政
磨
が
準
等
原
則
に
適
合
す
る
と
か
ん
が
え
て
、
お
こ
な
つ
た
庭
分
に
つ
き
、
裁
到
所
は
常
に
適
正
な
る
到
断
を
く
だ
し
え
よ
う
か
。
も

し
、
裁
則
所
に
適
正
な
る
到
断
能
力
あ
り
と
せ
ば
、
李
等
原
則
違
反
が
肚
禽
通
念
で
も
到
漸
で
き
る
程
度
に
は
な
は
だ
し
き
場
合
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
か
か
る
著
し
き
李
等
原
則
違
反
と
は
、
李
等
原
則
に
反
す
る
結
果
法
の
目
的
に
も
反
す
る
に
い
た
る
場
合
を
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
要
す
る
に
、
羅
束
庭
分
に
お
け
る
干
等
原
則
は
、
法
解
羅
に
お
い
て
當
然
問
題
と
な
る
、
い
わ
ゆ
る
條
理
法
で
あ
り
、
．
裁
到
所
の
審
査
封
象
と

な
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
量
慶
分
に
お
け
る
李
等
原
則
は
、
原
則
的
に
は
行
政
魔
の
み
を
拘
束
す
る
條
理
で
あ
り
、
法
の
目
的
と
の

關
聯
に
お
い
て
、
と
く
に
著
し
き
牢
等
原
則
違
反
の
み
が
、
裁
劃
所
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
．
違
法
な
裁
量
穫
の
濫
用
と
な
る
。

　
比
例
原
則
違
反



　
比
例
原
則
違
反
の
場
合
も
、
李
等
原
則
違
反
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
な
考
え
方
に
よ
り
、
法
の
目
的
と
の
關
聯
に
お
い
て
、
著
し
き
比
例
原
則
違

反
の
み
を
、
裁
到
所
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
、
違
法
な
裁
量
椹
の
濫
用
と
考
え
る
。

　
不
正
の
動
機
の
場
合

　
不
正
の
動
機
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
庭
分
が
違
法
の
と
き
は
、
と
く
に
論
ず
る
に
あ
た
ら
な
い
。
か
か
る
動
機
に
基
づ
く
塵
分
が
、
結
果
的
に
、

適
法
な
い
し
外
見
適
法
と
み
ら
れ
る
場
合
が
間
題
と
な
る
。
こ
れ
を
、
裁
量
庭
分
に
つ
き
み
る
と
、
不
正
の
動
機
に
も
と
づ
き
庭
分
を
選
揮
し
、

そ
の
塵
分
が
、
裁
量
穂
の
脇
越
と
な
ら
ぬ
場
合
に
間
題
が
お
こ
る
。
な
お
、
か
か
る
場
合
、
不
正
の
動
機
が
あ
つ
た
か
否
か
の
到
定
が
一
そ
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
’
3
）

も
問
題
と
な
つ
て
く
る
。
そ
し
て
、
既
述
到
例
に
あ
ら
わ
れ
た
不
正
の
動
機
と
は
、
結
果
た
る
庭
分
が
、
法
の
目
的
・
手
等
原
則
・
比
例
原
則
等

に
反
す
る
に
い
た
る
場
合
を
も
つ
て
、
裁
鋤
所
に
お
い
て
到
断
し
う
る
不
正
の
動
機
と
な
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
る
と
き
は
、
不
正
の

動
機
の
み
を
き
り
は
な
し
て
、
裁
量
穫
の
濫
用
の
一
場
合
と
な
り
え
な
く
な
る
。

　
（
1
）
　
既
蓮
、
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
椹
力
纂
奪
の
理
論
、
ま
た
、
田
上
致
授
は
、
裁
量
権
の
濫
用
を
虎
分
の
根
擦
と
な
る
法
律
の
内
在
目
的
に
あ
き
ら
か
に
反
す
る

　
　
場
合
（
田
上
・
前
掲
敏
科
書
・
三
一
頁
）
と
さ
れ
る
。

　
（
2
）
　
た
と
え
ば
、
田
上
穰
治
・
憲
法
原
論
・
改
訂
新
版
・
一
一
九
頁
。
な
お
、
準
等
原
則
に
た
い
す
る
新
し
い
考
え
方
と
し
、
田
口
精
一
・
ボ
ソ
基
本
法
に
お
け

　
　
る
人
闇
の
尊
嚴
に
つ
い
て
（
本
號
掲
載
）
滲
照
。

　
（
3
）
　
拙
稿
．
前
掲
d
一
欝
く
貯
霧
と
行
政
雫
訟
・
二
六
七
頁
以
下
。

剣
例
よ
り
み
た
自
由
裁
量
の
限
界

二
二
九

（
一
九
四
五
）


